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小･中学校統合計画について 
ー公立小･中学校の適正規模について(指針要旨) 

及び町内小･中学校統合計画の転換についてへ 
トン問合せ先河内町教育委員会学校教育GT帆84-3322 

公立小･中学校の適正規模について(指針要旨)
へ未来の子どもたちのためにへ

この｢公立小･中学校の適正規模について｣の指針は､児童生徒の教育環境の改善に向け,地域の実情に即

した学校の適正規模に向けた取組の推進を図るため茨城県教育委員会において策定(平成20年4月)されたも

のです｡

はじめに
学校においてば　児童生徒の社会性の育成及び互いに切磋琢磨する場として-定の規模が必要であるが､

急激な少子化の進行に伴い､本県において学校の小規模化や複式学級が増加しており､今後の人口推計か

らもその傾向は加速していく｡

また､このような状況を踏まえて市町村教育委員会において, ′い中学校の適正規模や適正配置に向けた

取組を検討しようとする中で､県として望ましい適正規模の基準について提示することが強く望まれている｡

学校の適正規模や適正配置については,設置者である市町村がそれぞれの歴史や地域との関わりを考慮

しながら主体的に判断するべきものであるが､県として児童生徒のより良い教育環境や学習環境､人間関

係の構築などから望ましい学校の目指すべき姿を示すものである｡

1小･中学校の適正規模の基準
○小学校:クラス替え可能な12学級以上

○中学校:クラス替え可能で主要5教科に複数教員が配置可能な9学級以上

2　適正配置を進めるにあたっての考え方
上記の適正規模の基準を下回る学校について,地域の実情や児童生徒の推移等を勘案し.児童生徒の教

育環境の改善に向けて幅広い観点から､市町村内の小･中学校の適正配置を図る必要がある｡

○児童生徒の学習環境を充実させるために､複式学級の解消を積極的に図るべきである｡

○小学校においては,すべての学年においてクラス替えが出来ない1学年l学級の学校について､統合

を検討すべきである｡

○中学校においてばクラス替えが出来ない5学級以下の学校について,生徒の教育環境の面から統合

や近隣校との学区の見直しを検討すべきである｡

※学校規模などから､統合を実施しても適正規模になることが見込めない場合であっても､将来的な複

式学級の回避､児童生徒の社会性や良好な人間関係を築くための生活集団の確保という観点からも､

個々の学校の置かれている地域の実情を勘案しながら､統合を積極的に検討すべきである｡

3　適正配置に際して留意すべき事項
○保護者や地域住民と｣体となって新たな学校での教育について十分な議論を行う｡

○遠距離通学等の影響に関する保護者等の不安解消に配慮する｡

○適正配置が困難な学校は,小中｣貫等の新たな教育環境の改善を図る｡

○児童生徒の教育環境の変化に対応するための事前の交流活動や統合後のケア等｡

4適正配置に取り組む市町村教育委貴会への支援
○市町村への他県及び本県における取組状況等の情報提供や適切な指導助言

○教職員の配置､広域化する児童生徒の通学への対応､教育環境の改善など市町村に必要とされる支援

措置の検討

広~戯かわぢ
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町内小･中学校統合計画の転換について

平成18年度から19年度にかけて.計7回の小･中学校統合検討委員会の開催を経て,平成20年3月11日,検

討委員会より小･中学校統合計画にかかる答申を受けました｡

今後へ　その答申の内容を踏まえ､下記のとおり統合推進を図って参りますので何卒ご理解賜りますよう宜し

くお願いいたします｡

中学校の統合について
○答申の基本的事項

統合校の位置　　河内中学校

統　合　の　時　期　　平成21年4月は転換先送りとし､今後の生徒数の推移を踏まえ早急な時期とする｡

統　合　の　方　法　　河内中学校､金江津中学校両校を閉校し､統合新設校とする｡

喜今後の方針

これまで､平成21年4月河内中学校を利用しての統合で､保護者･町民各位へ説明会等行って参りましたが､

現在､この計画(案)に対してご理解が得られていない状況です｡

しかし,特に中学校における適正規模の生徒数確保は教育上重要課題であり,学校統合は必要であると委員

の意見は-致しているところです｡現状を踏まえ,より良い統合をするため,統合の時期については再度目標

を定めることとなりますが､今後の生徒数の推移を見据え早期実現を目指して行きます｡

統合校の位置としては,町中央とする=とが理想であり=すが,航空機の騒音区域であることなど環境的な

問題や早期実現を目指すための財政負担等を考えると現段階においてはへ　河内中学校を利用せざるを得ないと

思われます｡また,遠距離通学の対策として.スク-ルパスの運行も必要条件であると考えております｡引き

続き　保護者.地域住民の方々のご理解ご協力を得られるよう話し合いを進めていきます｡

小学校の統合について
鵜答申の基本的事項

統合校の位置　　源清田小学校

統　合　の　時　期　　平成21年4月は転換先送りとし､今後の児童数の推移を踏まえ早急な時期とする｡

統　合　の　方　法　　源清田小学校･長竿小学校両校を閉校し､統合新設校とする｡

喜今後の方針

これまで, 10年, 15年先を考え,平成21年4月生板小学校を利用しての生坂･源清田･長竿各小学校の3校統

合の推進方針で説明会等を行って参りましたが,各地区住民､保護者説明会において源浦田･長竿小学校2校

統合のご意見､ご要望が総体的に多く聞かれました｡

つきましては､答申の内容に沿って今後は､この2枝統合を推進目標とし､今後の児童数の推移等を踏まえ､

早い段階で統合時期を定め町民各位のご理解ご協力を得られるような統合推進を図って参ります｡

今後､小･中学校統合検討委員会の答申及び茨城県教育委員会が策定した｢公立

小･中学校の適正規模Iこついて｣の指針に基づき､児童生徒の教育環境の充実を図

るため､学校の適正規模Iこ向lナた取組を進めて参りますので､皆様のご理解ご協力

を宜しくお願いいたします｡
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国民年金/問合せ先 
一保険料免除制度かあります.I_T器等筆写豊富8｡, 

経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には.申請により 

保険料の納付が免除される｢保険料免除制度｣があります｡ 

全額免除制度

保険料の全額(14,41 0円)が免除

全額免除された期間は､保険料を全額納付したときに比べ､年金額がi/3として計算されます｡

☆☆全額免除となる所得の｢めやす｣☆☆ 

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 

(扶養親族等の数+1)×35万円十22万円 

※申請者ご本人のほか､配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります｡

※平成20年4月へ6月分の申請については､前々年(平成18年)の所得で審査を行います｡

一部納付(-部免除)制度

保険料の-部を納付,残りの保険料は免除

-部納付は3種類です｡それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです｡

･4分の1納付(　3, 6　00円) -年金額1/2　※平成18年7月実施

･半　額　納　付(　7, 2 I 0円) -年金額2/3

･4分の3納付(1 0,8 1 0円)-年金額5/6　※平成18年7月実施

☆☆-部納付となる所得の｢めやす｣☆☆ 

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 

◎4分のl納付-78万円十扶養親族等控除額十社会保険料控除額等 

◎半額納付-l18万円+扶養親族等控除額十社会保険料控除額等 

◎4分の3納付-158万円十扶養親族等控除額十社会保険料控除額等 

※申請者ご本人のほか､配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります｡

※平成20年4月へ6月分の申請については,前々年(平成18年)の所得で審査を行います｡

(注)-部納付制度は,納付すべき-部の保険料を納付されない場合,その期間の-部免除が無効(未納と

同じ)となるためへ　将来の老齢基礎年金の額に反映されず,また,障害や死亡といった不慮の事態が

生じた場合に､年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください｡
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申請の手続き
住民票のある市町村の国民年金窓口で申請してください｡ 20年度の申請手続きは7月1日から受付します｡
へ手続きに必要なものへ

･年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)

･認印(本人が署名する場合は不要)



地域と行政を結ぶパイプ役として区長のみなさん

1年間よろしくお願いします｡

地宅宅　　　　　　　歩歩

区2 1

平成2O年度匿嚢遷あを趨翰U,方案守

保中広新古墳源町町藤藤竜生大大角小小堀三四外北南砂早早内浄北方堤幸中開関西宿生
村営田橋通　清営営蔵蔵町鋤鍋鍋崎林巻割ツツ九九九場井井野玄河年向谷道場揚　　板
上根　　　　田住住21歩　中堤町町　　家家臼田田　21　原　　　　21　地

荒山大秋秋池　鈴渡吉平佐田中我大川大浅槻坂坂征古蓮栗海片眞細萩諸秋秋坂秋海吉
井口塚本山田　木蓮原石竹口山蛭武村野野本雀巻矢川沼山老岡仲村坂岡山山本山老田

富建敏幸玉修憲奈岩和蕾三利栄　快醒三陸舅英和呈正宜徳政原建雄
生だ郎　枝子子薫緒夫雄二男男-隆貰明男美平郎雄治浩夫男雄子天明戒義晃保

国　　　璽　　　　　　竪霊室

十平下中上下し和片排流田金庄庄十下大荒中愛下中上長手手古吉羽羽猿宮平布布高遠保
三川金金金加ら銅巻水作用江布布里町境地郷宕組上組竿葉栗河河子子島渕三鎌鎌　下村

警告鵠納言谷機　雷理歩　町組望下上轡誓　郎下上　下

藤塚佐大橋橋Ii恍篠高伊閑　飯萩田村垣吉大菊高岡大　坂谷自杉庭野木田野田内後川長
井本藤野爪本俣野田橋藤根　塚原沼山沼田島池野野野　原洋右山野村村倉中沼田藤嶋瀬
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08在宅介護の基本を学ぼう

:家施:i:jj護鬱jj::
河内町地域包括支援センタ-では,在宅でお年寄りを介護されて

いる方や在宅介護に関心のある方を対象に,在宅介護の基本を学ぶ

｢家族介護教室｣を開催します｡ご参加ください｡

1.開催日及び内容｢日常生活での介助方法一自力を生かした介助へ｣

回　数　開　催　日　　　　　　　　　主な内容　　　　　　　　　講師

難
第1回　6月13日(金)おむつの交換･排泄介助

第2回　6月25日(水)衣類の着替え･ベッドまわりの介助

第3回　7月30日(水)床ずれ･拘縮(こうしゅく)の予防　　余

第4回　8月29日(金)垣返り起き上がり､享いす等への移乗について

第5回10月1日(水)口腔ケアと飲み込みやすい食事について
囲
き労

第6回11月26日(水)安心した在宅生活をおくるために　　完氏

2.会　　場　河内町保健センタ-

3.募集人数　いずれも2 0人程度

4.参加費　無　料

5.申込方法　地域包括支援センタ
-ヘ電話でお申し込

みください｡

※いずれも開催日の2週間前から受

付し定員になり次第締め切ります｡

問合せ先

河内町地域包括支援センタ-

丁巨し60-407 I

平成20年度シルバ-リハビリ体操指導土3級養成講習会受講者募集
茨城県では,高齢者の介護予防を推進するため｢シルパ-リハビリ体操｣の普及を進めています｡こ

の体操を普及するボランティアとして｢シルパ-リハビリ体操指導士｣の養成講習会を茨城県立健康

プラザが開催しています｡

このたび､河内町保健センタ-を主な会場とした3級養成講習会を次の通り開催することになりました｡

◆募集人員　河内会場　20名

※原則として応募された方は全員受講していただけますが,応募者多数の場合は,受講

日程が他の会場及び21年度に持ち越されることもありますので､ご了承ください｡

◆申込資格　平成20年4月1日現在満6 0歳以上で,常勤の職業についていない茨城県民で.認定後

に地域活動を進めることができる方｡

※緊急やむを得ない事情を除き､全日程に参加すること｡

※5 0歳代の方も申込いただけますが. 6 0歳以上の方の応募が募集人員を上回った場

合､ 5 0歳代の方は今回受講できませんのでご承知ください｡

◆講習日程　10月24日(金)※､ 10月28日(火)､ 10月31日(金)､ 11月　4日(火)､

1 1月　7日(金) . 11月10日(月), 11月12日(水)､ 11月18日(火)※

の8日間です｡

◆講習会場　◎河内会場:河内町保健センタ-　河内町長竿36 93-2

◎茨城県立健康プラザ　　　　　　水戸市笠原町9 9 3 - 2

※印10月24日(金)と1 1月18日(火)は､茨城県立健康プラザが会場となります｡

◆講習内容　講　義:介護予防とリハビリテ-ションの推進､解剖生理学,老人と病気､高齢者の食生活ほか

実　技:いきいきヘルス体操,いきいきヘルスいっぱっ体操ほか

◆講習時間　午前1 0時から午後3時45分(1日5時間程度)

◆受講料　無料(ただし､交通費､昼食代は各自負担)

◆申込期限　平成20年10月10日(金)まで

◆申込方法　保健センター､役場町民課等の窓口に用意されている｢シルパ-リハビリ体操指導士養

成講習会受講希望事前登録申込書　≪河内町開催分≫｣に必要事項を記入のうえ,河内

町地域包括支援センタ- (T且し6 0-407 1)へ提出ください｡

広i砂かわぢ
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:欝翻璃j覇韓譲悪閏堅調縛j:遅:轄籠:涯握jj j観覧華繭凹ま盲j
｢PA連携｣とは,消防車(Pompe｢)と救憲章(Ambulance)が連携して救急活動

を行うことです｡

｢救急車を呼んだのに､消防車まで来た!｣とビックリされる場合もあるかも知れませんが､救急隊と消防

隊が連携して活動します｡消防車にはAEDや応急処置器材を積載し,かつ､消防隊員も救急隊員と同じ資格

を持った隊員が乗っていますのでご安心ください｡

◎消防車がPA連携で出動するのはどんなとき･ ･ ･

･傷病者が重症であり,救急隊員(3名)のみでは迅速に対応できないとき｡

･ 3階以上に傷病者がいて,搬送が困難なとき｡

･交通量の激しい場所等で傷病者や救急隊員の安全を確保する必要があるとき｡

･近くの救急車が出動中で　救急車の到着が遅れると判断されるとき｡

･レスキュ-隊の活動を伴うとき｡

･ドクタ-ヘリや防災ヘリを運用するとき｡

･その他救急隊の活動を支援する必要があると判断した場合

消防車のサイレンは区別できます｡ 

火災の縁台には･･･ 

サイレン音『ウーウー』+鐘の音『カンカン』 

火災以外の場合は･･･ 

サイレン音『ウ→ウー』 

◆問合せ先◆　稲敷広域消防本部龍ヶ崎消防署河内出張所　T巨186-26 52

平成｢ 9年に所得が減って所得税が課税されなくなった方

〈所得変動に伴う住民税の還付について〉

税瀬移譲により,所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず,住民税率の変更による税負担の増加

+影響jjjjげろjにjいj:j　面j町村:j印引jjj　既に納付済jjj鳩jjjj住jjjかj i

源移譲により増額となった住民税相当額を還付します｡

平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください｡他の市区町

村から転入された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください｡

【申告期間】平成20年7月1日(火)から31日(木)までです!

◆問合せ先◆　河内町役場企画財務課税務G住民税担当　T量⊥84-2111 (内線165)

職初鶴黙j:: i



もう提出は済みましたか? ��

児童手当現況届 冢(ﾘx+��b�
町民課児童手当係 

ー児童手当制度のご案内へ �)､X+Sィﾓ#�����>��ﾃ�ッ��

現在.児童手当を受給しているすへその方は､毎年6日中Iこ児童手当の｢現況眉｣を提出しなけ

れはなりません｡ ｢現況届｣は､毎年6目l日現在における曽鵬兄を記載し.児童手当等を=lき続き受

ける聾件かあるかどうかを確認するためのものです｡

この届出がない場台はら目以降の手当か受けられなくなりますのてこ注意ください｡

現況届Iこ必要なもの

(①児童手当現況届(用紙は6月中旬に受給者へ直接送付します｡)

②健康保険被保険者証(受給者が厚生年金加入者である場合)

(㊤平成20年度児童手当用所得証明書

(平成20年1月2日以降に河内町に転入された場合)

④その他､必要に応じて提出する書類があります｡

提出期限: 6月末日

※平成20年度児童手当用所得証明書等がすぐに発行されない場

合は､ ｢児童手当現況届｣を期日までに提出してください｡

現在,児童手当を受けていない方も※受給できる場合がありますので.新たに対象となると

思われる方は､町民課まで申請手続きを行ってください｡

※申請結果は平成20年度住民税の賦課決定後(6月中句以降)に該当.非該当の両者とも個別

通知をしますのでご了承ください｡

支給対象:平成8年4月2日以降に生まれた　　　　　　　　所得制限限度額

児童を扶養している方

支給額: 3歳未満の児童
-律10.000円(月額)

3歳以上の児童

第1子　　　5.000円(月額)

第2子　　　5,000円(月額)

(単位･万円)

上窪.--亘I‖掌書T音-､
0人　　　　　　460 0　　　　　　　532 0

1人　　　　　　498 0　　　　　　　5了0 0

2人　　　　　　536 0　　　　　　　6080

第3子以降1 0. 000円(月額)　　　　3人　　　　　　5了4.0　　　　　　　646.0

4人　　　　　　612. 0　　　　　　　684. 0

支給時期:毎年､ 2月･ 6月･10月に振込　　　　　5人　　　　　650.0　　　　　　722.0

平成20年度児童手当用所得制限限度額

(平成19年中の所得) :右表参照

田鶴註/棚,,,

注1 ) =人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は.
1人につき6万円を加算した額

注2)扶糞親族等の数が6人以上の場合は. 1人につき38万円

(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族
であるときは44万円を加算した額)
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◆問合せ先◆

河内町長芋3689-1

河内町教育委員会事務局生涯学習G

曾029了-84-2843 (中央公民館内)

自己の充実･啓発や生活の向上のために,自発的に自分にあった方法で生涯を
通じて行う学習･ i ･それが『生涯学習』です｡

『生涯楽習のとびら』では,定期的に生涯学習に関する情報(案内や結果など)

を提供､お知らせしていきます｡

-人でゆかたを着てみましょう!

-小学生･中学生･南限生　大歓迎- (無料)

○日　　時:7月6日(日)　午後1時へ4時

○場　　所:中央公民館　和室

○募集人数:先着3 0名(保護者同伴可)

○募集期間:6月29日(日)まで

○申込方法:公民館窓口までお越しください｡

※ご狩参いただくもの:ゆかた･帯･こしひも2本

※ゆかたをお持ちでない方も多少はご用意してありますので､

気軽に参加してください｡お待ちしております｡

○講　　師:桐華流　さもの着付教室　海老原､林先生

放課後子とも教室ボランティア募集

子どもたちと-緒に遊んだり､活動を見守ったり､

てくれる方を募集しています｡

特別な資格は必要ありません!年齢も問いません!

都合の良いときに､できる範囲でかまいません｡

たくさんの方のご協力をお待ちしています｡

放課後子ども教室とは･ i ･?

子どもたちの安全･安心な居場所を設け､地域の

大人に参画していただき,学習やスポ-ツ･文化活

動,地域住民との交流活動等の取り組みを実施して

います｡

〈活動場所が

町内各小学校(体育館･グラウンド･空き教室)

〈お手伝いいただく日時》

自分の得意な事を教えたりへ　運営のお手伝いをし

月1回程度(午後2時30分へ4時30分/ご都合に合わせて)

《申込方法》

直接生涯学習Gまでご連絡ください｡

似綱鶴fty盤･,3 b



河内町体育協会事業｣｣刷｣｣田園

春季野球大会
期日　　5月18日(日)

会場　　総合グラウンド

優　勝　　テンシャラス
準優勝　　金江津
第3位　　MAS-SUN

春季ママさんバレ-ボ-ル大会

期日　　5月24日(土)

会場　　農業者トレ〇二ングセンタ-

優　勝　　スカイリパ-B

準優勝　　河内クラブ
第3位　　スカイリパ-A

第13回町民バレ-ボール大会
日　　時　　7月20日(日)受付8時30分一

会　　場　　農業者トレ-ニングセンタ-

参加資格　　男女混合による1チ-ム7名以上1 2名以内とする｡

男子は4名を上限とし､チームの半数を超えてはならない｡

原則として､在住在勤者で中学生以上｡

参加料　1名300円

競技種目　　｣般の部(男女) (高校生以上)

試合方法　　チ-ム数によりト-ナメント戦または､リ-グ戦を行い､

3セットマッチ(2セット先取)とする｡

表　　彰　　優勝･準優勝･第3位

募集期間　　7月6日(日)まで

申　　込　　所定の申込書により､中央公民館までお申込みください｡

ご来庁の皆様へ

河内町役場では､省エネ対策の-環として､下記のとおり取り組んでありますのでへ　こ来庁の皆様のご
理解とご協力をよろしくお願いします｡

記

1　空調機使用時の室内温度の適正化等､電力消費について適正な管理を行うこと

冷房時の室内温度の適正化(室内温度28℃目途)や､昼休み等における消灯等に努めること｡

2　電力消費機器の利用におけるエネルギ-使用の効率化を図ること

家電機器､ OA機器等の電力消費機器の利用に当たってはへ　必要iこ応じた容量の選択へ　機器の特性
に応じた合理的な使用を心がけるとともに､不要不急時はこまめiこ電源を切ること｡

3　夏季(6月から9月)の服装は公務員らしい服装を心がIナ､業務に支障のない範囲でネク
タイを不要とすること

平成20年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課

広轍かわぢ
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国保老人保鰹係からのお知らせ 
-限度額廻田･態準負担額満額認定申詰Iこついて- 

問合せ先町民課国保老人保健係丁Eし84-2111(内線171･172) 

国民健康保険には,医療費･入院時食事代の自己負担限度額が減額になる制度があります｡該当するには要

件があり,適用を受けるためには申請が必要になります｡申請して認められると､その月の初日から適用にな

り､有効期限は7月31日までとなります｡すでに｢限度額適用･標準負担額減額認定証｣の交付を受けている

方は. 7月中に更新手続きが必要です｡忘れずに申請してください｡

該当する方とは
●同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税であること(低所得Ⅱ)

●同-世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者が住民税非課税で､かつ

世帯全員の所得が｢0円｣であること(低所得I)

( =のような減額が受けられます嘉講読誤=�I�8ｼi+8ｮﾘﾎｨ�hｮﾙ�YO�攣�X��(Bﾊ0

所得　区　分　　入院時及び世帯単位の自己負担限度額(月額)　　入院時の食事代( 1食あたり)

現役並所得者";'｢
80, 100円+(医療費-267,000円)× 1 %

多数該当¥･2　44,400円

般　　　　　　　　44, 400円

低所得者Ⅱ　　　　　　　　24,600円

低所得者I　　　　　　　　15,000円

260円

90日までの入院　　　　　　　　　　210円

過去12カ月以内で90日を超える入院　160円

100円

※ 1現役並み所得者とは,同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の了0歳以上75歳未満の国民健康保険被

保険者がいる方です.ただし､ 70歳以上75歳未満の方の収入の合計が､一定額未満(単身世帯の場合は.

年収383万円未満｡二人以上の世帯の場合は年収520万円未満｡)の方は､上記窓口に届け出て認められれ

ば1割負担となります｡

平成20年8月から平成22年7月末までの間,同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並

み所得者になった高齢者単身世帯の場合､住民税課税所得1 45万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の

旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は､限度額についてのみ｢現役並み所得者｣

ではなく｢-般｣を適用(自己負担限度額は｢現役並み所得者｣の3割を適用)します｡

※2　多数該当とは.過去12ヵ月間に､高額療養費の支給が4回以上あった場合､ 4回目以降の限度額です｡

●手続きに必要なもの:国民健康保険被保険者証･印鑑

※他市区町村から転入されてきた方は

｢所得証明書(まだは住民税非課税証明書)｣

このような減額が受けられます

所　得　区　分　　入院時の自己負担限度額(月額)　　　入院時の食事代(1食あたり)

上位所得着氷1

般

150, 000円+(医療費-500,000円) × 1 %

多数該当※2　83,400円

80,100円十(医療費-267,000円)× 1 %

多数該当※2　44,400円

住民税非課税世帯等　　35,400円多数該当※2　24, 600円

260円

90日までの入院　　　　　　　　　　210円

過去12カ月以内で90日を超える入院160円

※ 1上位所得者とは.国民健康保険税の算定の基磋となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える

世帯のことです｡なお､所得の申告がない場合も上位所得者とみなされますのてこ注意ください｡

※2　多数該当とは､過去12ヵ月間に､高額療養費の支給が4回以上あった場合､ 4回目以降の限度額です｡

広~轍かわぢ
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-自己負担割台iこついて-

後期高齢者医療制度の負担割合は.毎年8月1日から1年間,前年の住民税課税所得を基にrl剖J =たは
｢3割｣の判定を行います｡

現在お持ちの被保険者証の有効期限が平成21年7月31日までとなっておりますので負担割合が変更になる方

には.被保険者証の差し替えのお知らせをいたします｡

区　分　　負担割合　　　　　　　　　　　　　　　判　定　基　準

現役並み所得者　3割負担　本人または同一世帯内の被保険者の住民税の課税所得が1 4 5万円以上の場合

般1割負担　　　　　　　　　　　　　　上記以外の場合

※-定以上(現役並み)所得者の方で本人及び同-世帯の被保険者の収入の合計が5 2 0万円未満(単身世

帯の場合は3 8 3万円未満)の場合､申諸により1割負担となります｡

※負担割合の判定方法について.これまでは世帯内の被保険者及び70歳以上の方の所得及び収入で判定していまし

たが､平成20年8月1日以降の判定については.世帯内の被保険者の所得及び収入で判定します｡この判定基準の変

更に伴い新たに現役並み所得者となった方については.自己負担限度額は　｣般｣になる経過措置が設けられます｡

-限度頼通田･臆準負担額認定Iこついて-

1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合､申請により高額療養費として支給されます｡

負担区分が｢-般｣の被保険者は.被保険者及び世帯員全員が住民税非課税の場合.限度額適用.標準負担額

の認定を受けると､入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます｡

※認定証を発行しますので入院の陳は病院の窓口に提示してください｡認定証を提示しないと減額が受けられません｡

区分Ⅱ i ･ ･ ･本人及び世帯員全貝が住民税非課税の場合

区分I ･ ･ -本人及び世帯員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費,控除を引いた所得が

0円となる場合

負　担　区　分

現役並み所得者

(3割)

外　　来

44, 400円

般　　　　　　12, 000円

区分Ⅱ (1割)

区分I (1割)
8, 000円

自　己　負　担　限　度　額

入　　院

80,100円十α

(44, 400円)

44, 400円

24, 600円

15, 000円

世帯単位

80,100円十α

(44, 400円)

44, 400円

24, 600円

15, 000円

※｢α｣は.医療費が267,000円を超えた場合､その超過額のl %が加算されます｡

※( )内は.過去12カ月に4回を超える高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります｡

入院時食事代の標準負担額(1食あたの

現役並み所得者･ -般　　　260円　　※区分Ⅱの方で過去12カ月の間に90日を

超える入院があった場合,申請により

区分Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160円となります｡

9 0日を越える入院　　160円

区分I IOO円

くノ申請方法について

本人の印鑑･保険証を持参の上､町民課窓口で申請してください｡

※過去12カ月の入院日数が90日を越える場合は.入院証明書又は領収書を持参ください｡
′有効期間

平成20年8月1日から平成21年7月31日まで

※8月以降に申請の場合､申請日の月の初日から平成21年7月31日まで

広一勧)わぢ
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9 0日までの入院　　　210円



環境にやさしいまちづくりをめざします
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町のごみ処理状況　　(単位･t)

区　　　分　　　平成1了年度　平成18年度　平成19年度

?摸+i+=:jjjjjjjjj: :　j j袖　　　　j鈍j i :jj

燃えないごみ　　　　　　　193　　　　189　　　　168

粗大ごみ　　　　　　　　　　44　　　　　40　　　　　　39

合　　　計　　　　　2, 465　　　　2, 579　　　　2, 474

人口(10月l日現在)ill,3了1人　11,197人　11,023人

1人当たり　　　　　　217kg　　　　230kg　　　　224kg

町の資源物回収状況　　(単位　t)

区　　　分　　　　平成17年度　平成18年度　平成19年度

紙類　　　　　　　　　　　　342　　　　　349　　　　　339

了　　　　　　　8　　　　　　10

54　　　　　　　51　　　　　　48

ピン類　　　　　　　　　　　104　　　　　102　　　　　　95

ペットボトル類　　　　　　1了　　　　　1了　　　　　19

合　　　計　　　　　　524　　　　　52了　　　　　51 1

可燃ごみ処理状況

項　　　　目　　　　　単位　平成18年度　平成19年度

可燃物焼却量　　　　　　　　　t/年　　35,564　34,200

焼却灰　飛灰の溶融処理量　　t/年　　2, 849　　2,754

最終処分場埋立容量　　　　　　ni 118, 400 118, 400

埋立且(スラグyスト刷的不燃残濫H土)　m'　　　4, 129　　3, 388

埋立累計且　　　　　　　　　　　証　　　29,205　31,161

埋立残余容量　　　　　　　　　　南　　　89,195　87,239

排　ガ　ス　測　定　結　果

項　　目

はいじん重

硫黄酸化物

塩化水素

窒素酸化物

一酸化炭素

単位　国の排出基準

g/巾N　　<0 15

ppm　<3,040

n喝/ rrfN　　<700

ppm　　<250

ppm　　<100

平成18年度　平成19年度

<0. 01　<0. 01

1工3　　15.3

<70　　<了0

46. 0　　　40. 8

7　00　　　9.20

ダイオキシン頬　昭;忙α面　　　<1　0. 028　　0. 023
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資料提供･問合せ先
::　jjjjjjjjj"-鵬j:=:伸糾jj:

現在､穀物の国際価格の高騰が続いています｡とうもろこしなどを原料として､主に自動車用燃料に使用

されるエタノ葛ルなどの需要拡大が大きな要因ですが,異常気象による不作､世界各国の食生活の変化など

も関係しているようです｡今後もこのような状況が続くとさまざまな影響が出てくることが予想できます｡

☆高騰長期化の要因
･穀物などを原料とするバイオ燃料の需要増

･オ-ストラリアや欧州､アジアなどの干ばつ

･原油高による輸送コストの増大

･世界人口の増加予想

【2015年⇒72倍大､ 2030年⇒83億人】

･異常気象による不作､世界の食生活の変化

☆国内での影響
･輸入小麦の政府買入価格の上昇

･大豆を原料とする植物油の値上げ

･とうもろこしなどの飼料用穀物の価格の上昇によ

る畜産農家の経営悪化
･牛乳･バタ-などの乳製品の値上げ

☆開発途上国への食糎支援も深刻化



町民の快適な健康づくりの推進を目指して

+-jjT腿胞j
- =綱脇::::i:⑳j季竃:萄:葛:j漣罵言薫崖蚤寓j重言::-

梅雨から夏にかけては食中毒の多い季節です｡食中毒というと, 10年ほど前に,過去に例を見ない規模

の腸管出血性大腸菌○○ I 5 7　による集団中毒が発生しました｡その後も,家庭が原因と疑われる食中

毒は発生しています｡平成18年度の統計によると､食中毒総数は､約3万9千人､死亡音数6人でした｡

(食品安全協会資料より)

食中毒というと,レストランなど飲食店での食事が原因と思われがちですが､家庭での食事は毎日のこ

とで,発生する危険は常にあると考えてもよいと思います｡それに家庭での発生は､数名のことが多いの

で表ざたにならなかったり､風邪や寝冷えなどと間違われていることも考えられるので,実際はもっと多

いかもしれません｡食中毒の｣股的な症状は､急に始まる嘔吐､下痢､腹痛､発熱などです｡

奇講-蛋j:虜j:i:j=:彊彊:三　縄蘭重言:清置ま肌:墨j葦:き:j即j: :やjj:jj晴::i :

=:雷鳴iまj:::勘::言::かほしj著:j単性j::i:芯小:: jj声:

①細菌をつけない
･石鹸を使って手をよく洗う｡調理の前はもちろんのこと､調理中でも,生の肉や魚,卵を扱った場合

はそのつど手を洗う｡食事の前､トイレの後､おむつを交換した後､鼻をかんだ後なども忘れずに｡

･食材ごとにまな板を洗う｡面倒でも,水道水に含まれる塩素には意外に殺菌力があるので､十分に水

で洗い流すと効果的です｡

･ラップして売っている野菜やカット野菜もよく洗う｡

･調理後の包丁､まな板はよく洗い､熱湯をかけて消毒する｡ふきんは漂白剤などにつけると殺菌力抜

群です｡

(㊤細菌を増やさない

･調理後はすぐに食べる｡温かいものは温かいうちに､冷やして食べるものは冷やして｡

･調理した食品でも､室内に長く放置しておくのは危険です｡冷蔵庫にいれましょう｡

･味噌汁やス-プなどを温めなおすときには沸騰するまで加熟しましょう｡

･食品の解凍を室温でするのはやめましょう｡冷蔵庫の中や､電子レンジを使うようにします｡

･食材の冷凍･解凍を繰り返すと､細菌が増殖することもあるのでやめましょう｡

③細菌を体に入れない
･時間がたちすぎたら､思い切って捨てましょう｡

･ちょっとでも怪しいと思ったら､口に入れないで捨てましょう｡

④その他にも･･･

･冷蔵庫を過信しすぎない｡

･梅雨の時期は意外と気をつけていても､ 9月ごろには油断しがちです｡

9月も食中薫の多い季節なので　油断せずに気をつけましょう｡

減卵j::i:jj: i



桑.7萱萱を越しで豊か薫三言考を

6月1日､河内町の矢野道場　田仲塾(館

長　矢野剛氏)主催による｢第4回心ふれ愛

あじさい柔道大会｣が農業者トレ-二ングセ

ンターを会場に開催されました｡当日は,矢

野道場をはじめ龍ヶ崎市.成田市など県内外

から16チ-ムが参加し日頃の練習の成果を競

い合いました｡

今年で4回目を迎えるこの大会は,単に技

を競い合うということだけでなく､高齢者と

のふれあいを通して社会福祉のこころを育て

るという趣旨のもとに､会場に高齢者や障害

一第4回矢野道場

心ふれ愛　あじさい柔道大会-

.証｢のある方々を招待して交流を図っており､子

ども達に柔道を通して豊かなこころを育もう

という青少年育成の-役を担っています｡

連絡先

代表　田仲　茂明　皿86-3504

http://洲w. geocities.jp/yanodoujou/

古　郡　石　司　青　久

山　登　野　松

木　王　侯　千　滴　浩
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◇町　県　民　税(1期)◇

◇国民健康保険税(2期) ◇

◇介護保険料(2期)◇

徴収日は6月30日です

破調緒答露光B
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皿
h
{
〔
p
ミ
w
w
w
.
k
e
つ
〔
a
i
k
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〇
.

〔
a
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s
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o
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k
i
つ
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〇
〇
〇
.
j
p
¥

募
集

平
成
2
0
年
度
子
育
て
マ
マ

再
就
職
支
援
事
業
利
用
者
募
集

茨
城
県
で
は
､
育
児
な
ど
の
た

め
に
離
職
し
た
女
性
の
再
就
職
の

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
｡

○
事
業
内
容

･
い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
1

の
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が

就
職
に
関
す
る
悩
み
に
お
答
え

し
ま
す
｡

･
再
就
職
の
た
め
の
職
業
訓
練
に

か
か
る
費
用
の
1
/
2
の
費
用

を
､
_
0
万
円
を
限
度
に
茨
城
県

が
助
成
し
ま
す
｡

･
受
講
終
了
後
は
､
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
や
職
業
紹
介
､
サ
-
ク
ル

(

な
ど
に
よ
り
､
再
就
職
決
定
ま

で
支
援
し
ま
す
｡

○
対
象
者

茨
城
県
内
に
居
住
す
る
女
性
で
､

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
方
｡

･
育
児
等
の
た
め
に
離
職
し
､
現

在
就
労
し
て
お
ら
ず
､
再
就
職

を
希
望
す
る
方

･
雇
用
保
険
の
支
援
対
象
と
な
ら

な
い
方

･
い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
-

で
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
受
け
､
再
就
職
の
た
め
に
職

業
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
方

○
訓
練
期
間
及
び
講
座
名

･
当
事
業
に
お
け
る
訓
練
期
間
及

び
講
座
は
､
県
で
指
定
し
た
諮

座
の
み
と
な
り
ま
す
｡

○
ご
注
意
い
た
だ
く
こ
と

･
講
座
終
了
に
い
た
ら
な
い
場
合

は
､
費
用
は
全
額
本
人
の
負
担

と
な
り
ま
す
｡

※
応
募
方
法
や
指
定
講
座
一
覧
等

に
つ
い
て
は
､
県
労
働
政
策
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
｡

｢
子
育
て
マ
マ
再
就
職
支
援
事
業

ホ
-
ム
ペ
-
ジ
｣
　
で
も
詳
細
を
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
｡

問
合
せ
先

茨
城
県
労
働
政
策
課
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皿

o
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6

4

5

【
子
育
て
マ
マ
再
就
職
支
援
事
業

ホ
-
ム
ぺ
-
ジ
(
県
労
働
政
策
課

ホ
-
ム
ぺ
-
ジ
内
｣
】

冊
h
{
〔
p
‥
¥
¥
ミ
葺
く
.
p
｢
e
f
.
i
b
a
｢
a
k
i
.

｣
p
¥
b
u
k
y
O
k
u
¥
s
y
O
u
k
°
u
¥
｢
O
S
①
i
¥

ヨ
a
ヨ
a
¥
i
n
d
e
x
,
ず
〔
ヨ
ー

⇔
受
付
期
間

平
成
2
0
年
7
月
-
 
5
日
(
火
)
-
2
3
日

(
水
)
(
当
日
消
印
有
効
)
ま
で

※
申
込
書
は
､
必
ず
簡
易
書
留
郵

便
ま
た
は
配
達
記
録
郵
便
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
｡

裁
判
所
事
務
官
Ⅲ
種
試
毀

多
受
験
資
格

昭
和
6
2
年
4
月
2
日
-
平
成
3
年

4
月
-
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

〉
/
第
-
次
試
験
日

平
成
2
0
年
9
月
1
 
4
日
(
日
)

ヽ
第
-
次
試
験
種
目

教
養
･
適
正
試
熊
(
択
一
式
)
､
作

文
試
験

v
.
㌢
第
2
次
試
験
日

的
月
中
旬
か
ら
的
月
下
旬

多
第
二
次
試
験
種
目

口
述
試
験
　
(
個
別
面
接
)

㊨
問
合
せ
先

水
戸
地
方
裁
判
所
事
務
局

総
務
課
人
事
第
一
係

Ⅲ

o

2

9

-

2

2

4

-

8

4

2

-

Ⅲ
h
〔
〔
p
ミ
ミ
W
W
.
8
u
｢
〔
s
.
〇
〇
〇
.
｣
p
¥

放
送
大
学

十
月
入
学
生
募
集

放
送
大
学
で
は
､
今
年
度
の
第

二
学
期
　
(
十
月
入
学
)
　
の
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
｡

放
送
大
学
は
､
テ
レ
ビ
･
ラ
ジ

オ
に
よ
る
授
業
と
面
接
授
業
を
受

け
て
単
位
を
修
得
す
る
通
信
制
の

大
学
で
､
教
養
学
部
と
大
学
院
が

あ
り
ま
す
｡

今
回
の
募
集
は
､
教
養
学
部
が
､

四
年
間
以
上
在
学
し
て
学
士
の
取

得
を
目
指
す
全
科
履
修
生
､
希
望

す
る
科
目
を
一
年
間
学
ぶ
選
科
履

修
生
､
半
年
間
　
(
一
学
期
)
学
ぶ

科
目
履
修
生
で
す
｡

大
学
院
は
修
士
選
科
生
(
一
年

間
)
　
と
修
士
科
日
生
　
(
半
年
間
)

で
す
｡出

頭
期
間
は
､
6
月
-
5
日
か
ら

8
月
3
 
-
日
ま
で
｡
無
試
験
で
す
｡

希
望
者
に
は
募
集
要
項
(
願
書
)

を
無
料
で
お
送
り
い
た
し
ま
す
の

で
､
電
話
､
は
が
き
等
で
ご
請
求

く
だ
さ
い
｡

〉
資
料
請
求
･
問
合
せ
先

〒

3

1

0

-

0

0

5

6

水
戸
市
文
京
2
-
1
-
-
(
茨
城

大
学
内
)

放
送
大
学
茨
城
学
習
セ
ン
タ
-

Ⅲ

o

2

9

-

2

2

8

-

0

6

8

3

f

o

2

9

-

2

2

8

-

o

6

8

5

ご
案
内

｢
家
族
を
支
え
る
会
｣
開
催

家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
子
ど

も
を
持
つ
父
母
や
兄
弟
が
集
ま
っ

て
､
毎
月
〇
回
　
｢
家
族
を
支
え
る

会
｣
　
を
開
催
し
て
い
ま
す
｡
｢
支

え
る
会
｣
　
は
家
族
だ
け
が
参
加
で

き
る
会
で
､
病
気
や
福
祉
制
度
に

つ
い
て
の
勉
強
の
ほ
か
､
安
心
し

て
悩
み
を
話
し
合
い
､
多
く
の
参

考
意
見
が
聞
け
る
場
で
す
｡
事
前

の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
､

初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
も
是
非
一

度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
｡

不
　
日
時

平
成
2
0
年
7
月
5
日
　
(
土
)

午
後
-
時
o
O
分
-
2
時
約
分

¥
場
所

龍
ヶ
崎
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
龍
ヶ
崎
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
-

隣
)龍

ヶ
崎
市
川
原
代
町
5
0
-
4

Ⅲ

o

2

9

7

-

6

2

-

5

8

5

-

∵主催
龍
ヶ
崎
地
方
家
族
会

(
ピ
ア
,
か
た
つ
む
り
)

問
合
せ
先

Ⅲ

o

9

0

-

5

4

2

5

-

2

2

3

6

(
長
瀬
)

県
立
盲
学
校
の
教
育
相
談
､

教
育
的
支
援

盲
学
校
で
は
､
視
覚
に
障
害
の

あ
る
乳
幼
児
､
児
童
生
徒
お
よ
び

そ
の
保
護
者
､
教
員
､
並
び
に
中

途
視
覚
障
害
者
等
に
対
し
て
教
育

相
談
や
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
｡
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
｡
少

し
で
も
お
力
に
な
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
､
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
｡

◎
主
な
相
談
･
支
援
の
内
容

･
使
い
や
す
い
教
材
教
具
の
紹
介

や
貸
し
出
し

･
レ
ン
ズ
な
ど
視
覚
障
害
を
補
う

た
め
の
用
具
の
紹
介
や
体
験

･
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
-
ジ
指
圧
師
､

は
り
師
､
さ
ゆ
う
師
の
資
格
取

得
に
つ
い
て

◎
相
談
を
希
望
す
る
と
き
は
､

｢
教
育
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
｣

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
｡
担
当
の
者

が
お
話
を
伺
い
ま
す
｡

問
合
せ
先

茨
城
県
立
盲
学
校

学
習
支
援
･
相
談
部

皿

o

2

9

-

2

2

1

-

3

3

8

8

E
メ
-
ル
-
s
h
-
e
つ
㊥
i
b
a
｢
a
k
i
-

s
d
.
①
d
.
j
p

く
リ
ー
ん
プ
ラ
ザ
･
龍

夏
休
み
親
子
陶
芸
体
験
教
室

夏
休
み
の
思
い
出
に
､
親
子
で

カ
ッ
プ
や
マ
グ
カ
ッ
プ
を
製
作
し

て
み
ま
せ
ん
か
｡

日
時

7
月
-
 
9
日
(
土
)
-
作
品
作
り

8
月
2
3
日
(
土
)
-
作
品
引
渡
し
･

評
価

午
前
9
時
訓
分
-
‖
時
5
0
分

2
日
間
と
も
出
席
出
来
る
親
子

会
場
　
く
り
-
ん
プ
ラ
ザ
･
寵

内
陶
芸
工
房

対
象
･
定
員

河
内
町
･
龍
ヶ
崎
市
･
利
根
町
に

在
住
の
小
･
中
学
生
の
親
子
2
0
組

(
2
人
一
組
)

講
師

陶
芸
ク
ラ
ブ
ど
ん
ぐ
り

池
本
豊
子
先
生

弛
用

材
料
費
と
し
て
一
組
2
5
0
円

製
作
物

カ
ッ
プ
･
マ
グ
カ
ッ
プ
の
い
ず
れ
か

持
ち
物

古
タ
オ
ル
･
エ
プ
ロ
ン
･
上
履
き

ま
た
は
ス
リ
ッ
パ

申
込
み
方
法

7
月
1
4
日
(
月
)
か
ら
±
日
(
木
)
ま



｢就職に関する出張相談｣茨城県からのお知らせ

菜　3　回　　　　　7　月16日(水)

第　4　回　　　　　8　月20日(水)

篇　5　回　　　　　9　月1 7日(水)

第　6　回　　　　10月15日(水)

第　了　回　　　　1 1月19日(水)

第　8　回　　　　12月1了日(水)

第　9　回　　　　1月21日(水)

第1〇回　　　　　2　月18日(水)

第1 1回　　　　　3　月18日(水)

※第｢, 2回は終了しています

いばらき就職支援センタ-では.求人･求職の出

張相談を実施いたします｡

【日時】毎月第3水曜日

午前10時から午後3時(お昼休みを除く)

【場所】茨城県稲敷合同庁舎(2階第1会議室)

稲敷市江戸崎甲5 4 1

【相談の内容】
-版的な就職相談･職業紹介･内職相談･

キャリアカウンセリング･職業適性診断

【問合せ先】

いばらき就職支援センター　県南地区センタ-

THO29-825-341 0

※事前のご予約を受け付けています｡

蹄誘替窯窯,,3 B

で
に
､
電
話
ま
た
は
直
接
窓
口
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
｡
(
受
付
時

間
三
午
前
9
時
-
午
後
4
時
ま
で
)

定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
｡

申
込
み
･
問
合
せ
先

龍
ヶ
崎
地
方
塵
芥
処
理
組
合
施
設

課
　
(
く
り
-
ん
プ
ラ
ザ
龍
内
)

m
o
o
-
1
7
7
7

広
報
紙
に
掲
載
さ
れ
を
写
真

を
お
分
け
し
ま
す
デ
ー
タ
で
)

申
込
方
法

⑧
電
子
メ
ー
ル
で
､
h
i
s
h
o
㊥
〔
o

w
っ
.
i
b
a
｢
a
k
i
-
k
a
w
a
c
h
i
｣
o
o
.
｣
p

宛
に
､
件
名
を
｢
写
真
希
望
｣
と
し
､

本
文
に
　
1
.
氏
名
､
2
.
住
所
､

3
.
掲
載
月
､
4
.
掲
載
ペ
-
ジ
､

5
'
｢
〇
〇
〇
｣
が
写
っ
て
い
る
写

真
､
と
明
記
し
て
メ
-
ル
し
て
く

だ
さ
い
｡

太
画
像
サ
イ
ズ
が
約
1
M
B
か
ら
3

M
B
程
度
で
す
｡

②
電
子
媒
体
を
総
務
課
秘
書
室
ま
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
｡

(
c
D
-
R
､
M
O
な
ど
)

聞
合
せ
先

役
場
総
務
課
秘
書
広
聴
G

Ⅲ
8
4
-
2
-
l
l
(
内
線
1
0
3
)

河
内
町
職
員
募
集

平
成
2
0
年
度
職
員
採
用
試
験
　
(
2
 
-
年
度
採
用
)
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
｡

◎
試
験
区
分
･
採
用
予
定
人
員

･
試
験
区
分
　
事
務
等

･
職
務
内
容
　
①
一
般
事
務

②
保
健
師

看
護
師
･
准
看
護
師

③
栄
養
士

･
採
用
予
定
人
員
　
①
､
②
-
若
干
名
　
　
③
-
1
名

◎
受
験
資
格

次
の
e
の
資
格
を
有
し
､
㈲
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

S
年
齢
･
資
格
等

･
①
　
の
一
般
事
務
に
つ
い
て
は
､
昭
和
5
6
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
者
で
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
歴
を
有
す
る
者

･
②
及
び
③
の
保
健
師
等
･
栄
養
士
に
つ
い
て
は
､
昭
和
5
3
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の

学
歴
を
有
す
る
者

の
欠
格
事
項

詳
細
は
総
務
課
ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
｡

◎
試
験
の
方
法

試
験
は
第
一
次
､
第
二
次
試
験
と
し
､
第
二
次
試
験
は
､
第
一

次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
の
み
行
い
ま
す
｡

第
一
次
試
験
-
公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
な
ど
に
つ

い
て
の
筆
記
試
験
と
作
文

第
二
次
試
験
-
面
接
に
よ
る
口
述
試
験

◎
第
一
次
試
験
日
･
試
験
会
場

･
日
時
　
9
月
2
 
1
日
(
日
)
･
会
場
　
茨
城
大
学

◎
受
験
手
続
き

総
務
課
に
用
意
し
て
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
､

総
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
｡
提
出
は
平
日
に
限
り
ま
す
｡

◎
受
付
期
間
　
7
月
1
日
(
火
)
か
ら
7
月
3
 
1
日
(
木
)
ま
で

問
合
せ
先
　
河
内
町
役
場
総
務
課

Ⅲ
8
4
-
2
1
1
-
(
内
線
-
2
1
)



自販機でのたばこ購入Iこ専用のI Cカードが必要になります｡

未成年者喫煙防止の取組みの｣環として,茨城県のたば

こ自動販売機は, 2008年7月までに成人識別たばこ自

動販売機に変わり､利用の際には専用のI Cカ-ド｢ねspo

(タスポ)｣が必要になります｡

茨城県では､ 2008年2月よりカ-ドの申込受付を開

始し､ 7月より使用できるようになります｡

(社)日本たばこ協会(h廿p://-.tioj.o｢.｣P/awm/)

全国たばこ販売協同組合連合会

(龍ヶ崎たばこ販売協同組合､河内町たばこ販売組合)

日本自動販売機工業会

自衛官募集
受験種目　　　2等陸海空士　　　　　一般書候補生　　　　　　航空学生

受験資格

受　　付

採用予定日の1日現在､平成21年4月1日現在､平成21年4月1日現在､
18歳以上2了歳未満の男女18歳以上27歳未満の者18歳以上2了歳未満の書

く男子〉

年間を通じて行っています｡　8月1日(金)　　　　　8月1日(金)

<8#,〉鴫)-｡月｢｡日(水)　-9月10日(7JO　　-9月10日(7JO

く男子〉　　　　1次‥ 9月20日(i)　接言9泥i謂盤上

-B諾芸拗らせします｡ 2次:lO月9日(木)-　解語'の離
10月16日(木)　3次‥ 11月15日(土)-

音9月28日(日)　　　　　　　　の間に指定する日　　12月12日(金)
音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の同iこ指定する日

場　所　受付時にお知らせします｡受付時にお知らせします｡別途各人iこ通知します｡

※詳しくは､下記までお問合せください｡

自衛隊茨城地方協力本部龍ヶ崎地域事務所茨城県龍ヶ崎市寺後3629-5皿6 4 - 3 3 5 1

UR ｣皿p //-･mOd･g〇･｣P/PC○/iba｢aki　且-mail hq｢-iba｢aki@pc○ mod.go.｣P

自衛隊のイベントに

参加してみませんか

海上自衛隊体験航海

期日　7月｢2日(土)
へ7月丁3日(日)

場所:大洗港
訓練支援艦
｢てんりゅう｣

期日　7月26日(土)
一7月27日(日)

場所　日立港
護衛艦
｢はまぎり｣

対象者: 18歳以上27

歳未満の男女

◎応募多数の場合､
抽選になります｡

龍ヶ崎地方衛生組合情報公開制度の

運用状況をお知らせいたします｡

平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31

日まで)の運用状況は次のとおりです｡

1.公開請求の件数

2.公開決定の件数

3.不服申立ての件数

今後とも本制度の積極的なご利用と,組合運営に対する

ご理解とご支援をいただきますようお願いいたします｡

金問合せ先　龍ヶ崎地方衛生組合総務課総務係
T巳し64-1 144

広●澱かわぢ
平成20年'6ノブ(他｣7I)

龍ヶ崎地方塵芥処理組合情報公開制度の

運用状況をお知らせいたします｡

平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31

日まで)の運用状況は次のとおりです｡

1.公開請求の件数

2.公開決定の件数

3.不服申立ての件数

今後とも本制度の積極的なご利用と,組合運営に対する
ご理解とご支援をいただきますようお頭いいたします｡

命問合せ先　龍ヶ崎地方塵芥処理組合総務課庶務係
TⅢ60-1777
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定　例　鴨　談

心配ごと相談

日　　時　7月1日的午前10時一正午

場　　所　公民館第2分館
日　　時　7月15日的午前10時一午後3時

場　　所　つつみ会館
問合せ先　河内町社会福祉協議会

曾84-2830

教育相談

日　　時　局･水･木曜日　午後1時へ5時

場　　所　教育委員会事務局
問合せ先　曾84-3322

囲84-4730

成i⊥i空港に関する相談

日　　時　日一金曜日　午前9時一午後4時

場　　所　㈱ふるさとかわち事務所2階
(河内町長竿1 88)

問合せ先　茨城地域相談センタ-
1ふ84-50 1 7

交通事故相談

日　　時　周一金曜日

午前9時一正午午後1時一4時15分
弁護士相談　毎週水曜日
午後1時へ4時(要予約)
土浦合同庁舎本庁舎3F(TⅡ029-823-1123)

巡回相談　毎月第2水曜日
午前10時一正午　午後1時へ3時
龍ヶ崎市役所(皿64-I 1 1 1)

※弁護士相談･巡回相談は面接のみ
問合せ先　県南地方交通事故相談所

曾029-823-1 1 23

交通事故発生状況
町内の交通事故5月発生状況

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故)　3件(-2) (18)

死者数　　　　　　0人(±0) (0)

負傷音数　　　　　　3人(-4) (27)

竜ヶ崎警察署調へ

戸　籍　の　窓

おめでた　4人　　　　転入11人

おくやみ15人　　　　転出　23人

人口･世帯
平成20年6月1日現在

(-23)

(-ll)

'　TE Lガ'1卜　'

役　　　　場創4-2111教育委員会学校教育G郡4-3322

都　市上下梢G糊-236-事務局生鮮習G認諾?3
整備課建設環境G創4-2921福祉センター創4-3699

つ　つ　み　会　館1ふ86-3740保健　セ　ン　タ　-曾84-4486

地域包括支援センタ-創0-4071防(警墓��+��紕ﾓ##� 

社会福祉協議会曾84-2830シル八〇人材センタ-曾84-5455

龍ケ崎地区
l江戸崎地区音~内科　　外科

6日潔轄4�#eY�以*��2_376,
み輔か網曽形外科;lJニック

13日課等梁雲鷲議誓葬　牛尾病院
曾66-6111

20目蓋#_9器ツク鴻巣クリニックいがらしクiJニック
曾61 -0151　　　曾62-0936

21自業紫　盟Z器ツク諾警許斗

27日認諾難字:605盤i)ニック蕊盤;J8=ツク

※休日当番医は変更することがあります｡

診療を受ける際は､必ず電話でこ確認ください｡

県救急医康博報シZj=至上j4壁間お医者さんを接すことができます｡

救急医寮情報コントロ置ルセンタ-　曾029-241-41 99

救急医療情報システム
ホ-ムぺ-ジ　http //wwwqq preflbaraklJ)/

携帯サイト　ht巾//qqp｢efiba｢akiル/kt/

資　源　回　収　日　　　燃えないごみ収集日

A地区1,15･29 C地区　8･22　A地区　　　　C地区

陥

B地区　3･1了･31 D地区10･24　B地区　　　　D地区

26

燃えるごみ収集日　　音　粗大ごみの予約収集日

全地区　毎週月･水･金曜日　　　7月中の予約-8月2日

広'叡かわち
平成20争6方(la｣71)
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